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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の透明基板（下基板と称す）に、入射光の異なる振動面に対し屈折率が異なる有機
複屈折膜を貼り付ける工程と、該有機複屈折膜上に周期的な凹凸格子（以下回折格子と称
す）を形成する工程と、等方性接着剤により前記回折格子の凹み部分を充填し、且つ、第
２の透明基板（上基板と称す）を接着する工程と、前記等方性接着剤が半硬化の状態にお
いて、前記上基板と前記下基板の間で両基板面に対し平行な方向に外力を加える工程と、
その状態で前記等方性接着剤を十分硬化させる工程とを有し、
　前記等方性接着剤により前記上基板を接着する工程は、前記等方性接着剤の上に前記上
基板を載置した状態で、１回目の硬化処理をする第１硬化工程と、前記上基板と前記下基
板とを相対的に平行移動させる工程と、平行移動後に２回目の硬化処理をする第２硬化工
程とを有することを特徴とする偏光ホログラム素子の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において、
　前記外力は一方の基板に対し、他方の基板を平行移動させ与えることを特徴とする偏光
ホログラム素子の製造方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において、
　前記等方性接着剤は光硬化型接着剤であることを特徴とする偏光ホログラム素子の製造
方法。
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【請求項４】
　請求項３に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において、
　前記等方性接着剤はアクリル樹脂系、またはエポキシ樹脂系の紫外線硬化型接着剤であ
ることを特徴とする偏光ホログラム素子の製造方法。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において、
　前記第１および第２の硬化工程は、前記等方性接着剤に付与するそれぞれのエネルギー
をＥ１、Ｅ２としたとき、
　Ｅ１≦Ｅ２
となるように照射することを特徴とする偏光ホログラム素子の製造方法。
【請求項６】
　請求項１または２に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において、
　前記等方性接着剤は熱硬化型接着剤であることを特徴とする偏光ホログラム素子の製造
方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において、
　前記第１および第２の硬化工程は、前記等方性接着剤に付与するそれぞれの温度をＴ１
、Ｔ２とし、前記熱硬化型接着剤の硬化温度をＴ０としたとき、
　Ｔ１＜Ｔ０＜Ｔ２
となるように与えることを特徴とする偏光ホログラム素子の製造方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において、
　前記第１の硬化工程は、前記上基板の側から所定の温度を与え、前記した下基板の側か
ら冷却することによって、前記熱硬化型接着剤に所定の温度勾配を所定時間与えることを
特徴とする偏光ホログラム素子の製造方法。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれか１つに記載の偏光ホログラム素子の製造方法において、
　前記下基板、前記有機複屈折膜、前記上基板のいずれか２つに、平行移動量を検出する
ためのマークを形成する工程をさらに含み、前記接着工程には、前記マークを検出する検
出手段と、前記上基板もしくは下基板の内の一方の基板を保持し固定する固定手段と、他
方の基板を保持し、該基板をＸ座標、Ｙ座標および回転方向に移動可能な移動手段と、前
記固定された基板に対し、それに対向させた他方の基板の平行基準を設定する基準設定手
段と、接着層厚みを規定する規定手段と、光を照射する光照射手段と、前記等方性接着剤
を滴下する滴下手段とを有するアライメント接着装置を用いることを特徴とする偏光ホロ
グラム素子の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか１つに記載の偏光ホログラム素子の製造方法によって製造
されたことを特徴とする偏光ホログラム素子。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の偏光ホログラム素子を偏光分離素子として用いたことを特徴とする
光ピックアップ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の光ピックアップを用いたことを特徴とする光ディスクドライブ装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＤ（コンパクト・デイスク）、ＣＤ－ＲＯＭ、ビデオデイスク等の光デイ
スクおよび光磁気デイスク等に光学的情報を書き込んだり、光学的情報を読み取るための
光ヘッド装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な光記録媒体に対応する光ピックアップ装置が研究開発されている。一つは
、波長７８０ｎｍレーザー光を用いるＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　ＤＩＳＣ）系の読みとり用
光ピックアップ、書き込み用光ピックアップであり、また、波長６６０ｎｍ程度のレーザ
ー波長を用いるＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　ＤＩＳＣ）系の読み取り用、書き
込み用の光ピックアップ装置である。また、将来の高密度光ディスクとして、青色レーザ
ー光を用いた光ディスク用ピックアップも研究開発が盛んに行われている。上記に示した
光ピックアップ装置は、個別の技術課題はあるものの、ピックアップ部分の小型化や、低
コスト化等の共通の課題を持っており、これらの課題に対する開発が盛んである。
【０００３】
　光ピックアップの小型化や低コスト化に対して有効な構成として、偏光分離素子として
偏光ホログラム素子を利用した光学系が採用されている。これは、レーザー光の往路、復
路の分離を行うための素子であり、従来は偏光ビームスプリッター等を使用していたため
、光学系が大型化していた部分を解決するだけでなく、レーザー発光と同一面に信号検出
素子を配置出来るため、光路の設計が容易になり、かつ、部品点数も低減できると言うメ
リットを持っている。また、記録密度の異なる複数種類の記録媒体の書き込み、読み取り
を一つの光ピックアップで行う場合においても、光路を共通化可能であることから、有効
な光学系であると考えられている。以下に、偏光ホログラム素子の例を示す。
【０００４】
　第一の従来例として、一般的な偏光ホログラムの例を示す。本従来例は、複屈折結晶材
料であるニオブ酸リチウム基板を用いて表面に異方性回折格子を形成し偏向選択性を持た
せている（例えば、特許文献１　参照。）。この場合は、基板が高価であることや、その
加工性において回折格子パターンを狭ピッチ化することが困難であり、その回折角度を大
きく取ることが出来ない等の問題点がある。これにより、素子の低コスト供給や偏光ホロ
グラム素子を用いた光学系を小型化することが出来ない。
第二の従来例として、光学的等方性基板上に有機膜（ポリアセチレン配向膜）を形成する
ことで、低コストな偏光分離素子を提供している（例えば、特許文献２　参照。）。また
、第三の従来例として、光学的等方性基板上に複屈折性を持った高分子膜を形成すること
により、低コストな偏光分離素子を提供している（例えば、特許文献３　参照。）。これ
らの二例の従来例においては、素子も低コスト化可能であり、格子ピッチも狭ピッチ化す
ることが可能であるために、素子の低コスト供給や偏光ホログラム素子を用いた光学系を
小型化することが可能である。
【０００５】
　上記第二、三の従来例においては、回折格子自体が矩形で形成されている。これは、回
折される偏光方向のレーザー光に対して、回折効率を高くし、かつ透過率（０次回折効率
）を押さえるためである。しかしながら矩形の回折格子を作製した場合には、±１次回折
効率は最大で約４０％に留まってしまう。信号の検出効率を上げるためには、更なる効率
の向上が必要である。
【０００６】
　第四の従来例として、回折格子が重合性液晶モノマーを重合してなる光学異方性ポリマ
ーにより形成された光学異方性回折格子を有する回折格子であり、回折格子の凹凸部に配
向膜を形成しその配向膜のラビング方向に沿って前記液晶を注入し、紫外線により露光し
、配向を保持したまま重合し光学異方性ポリマーとして光学異方性回折格子を形成したも
ので、±1次回折光のいずれか一方の回折効率を高くしたものがある（例えば、特許文献
４　参照。）。この場合、ガラス基板に凹凸を形成する、配向膜の形成および、ラビング
精度が必要となり、プロセスが長くなり、素子の低コスト化が困難である等の問題がある
。
　凹凸状の回折格子の深さが浅くても十分な回折効率が得られる構成として、格子の深さ
方向を基板面に対して垂直ではなく、傾斜させた構成を本出願人が提案した（特許文献５
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　参照）。
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－１９９８２０号公報
【特許文献２】特開２０００－２２１３２５号公報
【特許文献３】特開２０００－７５１３０号公報
【特許文献４】特開平９－５０６４２号公報
【特許文献５】特開２００４－００４１６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本出願人が先に提案した特許文献５に記載した偏光ホログラム素子およびその製造方法
において、透明基板に有機複屈折膜を接着した有機複屈折膜に回折格子を形成する際、基
板を傾斜してドライエッチング方法等により回折格子形成するものを示したが、精度上お
よびコスト面でさらに改良の期待が高まっている。その主な項目を挙げれば、偏光特性向
上、回折効率の向上、製造の低コスト化、加工の高精度化等である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明では、偏光ホログラム素子の製造方法において、第１の透明基板
（下基板と称す）に、入射光の異なる振動面に対し屈折率が異なる有機複屈折膜を貼り付
ける工程と、該有機複屈折膜上に周期的な凹凸格子（以下回折格子と称す）を形成する工
程と、等方性接着剤により前記回折格子の凹み部分を充填し、且つ、第２の透明基板（上
基板と称す）を接着する工程と、前記等方性接着剤が半硬化の状態において、前記上基板
と前記下基板の間で両基板面に対し平行な方向に外力を加える工程と、その状態で前記等
方性接着剤を十分硬化させる工程とを有し、前記等方性接着剤により前記上基板を接着す
る工程は、前記等方性接着剤の上に前記上基板を載置した状態で、１回目の硬化処理をす
る第１硬化工程と、前記上基板と前記下基板とを相対的に平行移動させる工程と、平行移
動後に２回目の硬化処理をする第２硬化工程とを有することを特徴とする。
　請求項２に記載の発明では、請求項１に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において
、前記外力は一方の基板に対し、他方の基板を平行移動させ与えることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明では、請求項１または２に記載の偏光ホログラム素子の製造方法
において、前記等方性接着剤は光硬化型接着剤であることを特徴とする。
　請求項４に記載の発明では、請求項３に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において
、前記等方性接着剤はアクリル樹脂系、またはエポキシ樹脂系の紫外線硬化型接着剤であ
ることを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明では、請求項３または４に記載の偏光ホログラム素子の製造方法
において、前記第１および第２の硬化工程は、前記等方性接着剤に付与するそれぞれのエ
ネルギーをＥ１、Ｅ２としたとき、
　Ｅ１≦Ｅ２
となるように照射することを特徴とする。
　請求項６に記載の発明では、請求項１または２に記載の偏光ホログラム素子の製造方法
において、前記等方性接着剤は熱硬化型接着剤であることを特徴とする。
【００１２】
　請求項７に記載の発明では、請求項６に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において
、前記第１および第２の硬化工程は、前記等方性接着剤に付与するそれぞれの温度をＴ１
、Ｔ２とし、前記熱硬化型接着剤の硬化温度をＴ０としたとき、
　Ｔ１＜Ｔ０＜Ｔ２
となるように与えることを特徴とする。
　請求項８に記載の発明では、請求項７に記載の偏光ホログラム素子の製造方法において
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、前記第１の硬化工程は、前記上基板の側から所定の温度を与え、前記した下基板の側か
ら冷却することによって、前記熱硬化型接着剤に所定の温度勾配を所定時間与えることを
特徴とする。
　請求項９に記載の発明では、請求項１ないし８のいずれか１つに記載の偏光ホログラム
素子の製造方法において、前記下基板、前記有機複屈折膜、前記上基板のいずれか２つに
、平行移動量を検出するためのマークを形成する工程をさらに含み、前記接着工程には、
前記マークを検出する検出手段と、前記上基板もしくは下基板の内の一方の基板を保持し
固定する固定手段と、他方の基板を保持し、該基板をＸ座標、Ｙ座標および回転方向に移
動可能な移動手段と、前記固定された基板に対し、それに対向させた他方の基板の平行基
準を設定する基準設定手段と、接着層厚みを規定する規定手段と、光を照射する光照射手
段と、前記等方性接着剤を滴下する滴下手段とを有するアライメント接着装置を用いるこ
とを特徴とする。
【００１３】
　請求項１０に記載の発明では、偏光ホログラム素子において、請求項１ないし９のいず
れか１つに記載の偏光ホログラム素子の製造方法によって製造されたことを特徴とする。
　請求項１１に記載の発明では、光ピックアップにおいて、請求項１０に記載の偏光ホロ
グラム素子を偏光分離素子として用いたことを特徴とする。
　請求項１２に記載の発明では、光ディスクドライブ装置において、請求項１１に記載の
光ピックアップを用いたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、偏光ホログラム素子において、回折格子の形成方向を、基板面と垂直方向か
ら傾けて構成することで、実際に使用する回折光の効率を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に、本発明の実施の形態を説明する。
【実施例１】
【００１６】
　図１は本発明の実施例を説明するための図である。
　同図において符号１は下基板、２は下接着層、３は有機福屈折膜、４は回折格子、５は
上接着層、６は上基板をそれぞれ示す。
　本実施例の光学素子は、波長６６０ｎｍのレーザー光用の偏光分離用偏光ホログラム素
子である。その構成は、光学的に透明な等方性基板に、ＢＫ７基板を用い、この基板上に
ポリエステル系の有機複屈折膜をエポキシ樹脂系紫外線硬化接着材で接着し、有機複屈折
膜上に、ドライエッチングにより矩形回折格子を形成した後、エポキシ樹脂系の紫外線硬
化樹脂によるオーバーコート層を充填し、格子の埋め込み、その上部に光学的に透明な等
方性基板として、ＢＫ７基板を接着した構成となっている。ＢＫ７基板の空気との界面に
は使用する波長に対する反射防止層を設けている。そして、回折格子の格子深さ方向を基
板の面に垂直な方向に形成している。
【００１７】
　次に各構成の詳細について説明する。
　作製方法は、初めに、直径１００ｍｍ、厚さ１．００ｍｍのショット社製光学ガラスＢ
Ｋ７からなる下基板１を図示しない回転塗布装置の基板固定テーブルに載せ、真空吸着し
、固定した。その後、基板固定テーブルを５０ｒｐｍで回転させながら、基板の中央部に
ディスペンサーを用いて屈折率１．５２、粘度５００ｃｐｓ（２５℃）のオーテックス社
製ＥＸ１５００－４エポキシ系紫外線硬化型接着剤を約１０ｇ滴下した。その後、基板固
定テーブルを最大５００ｒｐｍで回転させ、基板全面に接着剤を広げ、基板固定テーブル
の回転を停止した。
【００１８】
　その後、異常光線方向が、約１．５７９、常光線方向が約１．６７０の屈折率を有する
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厚さ１００μｍの有機複屈折膜３を、サークルカッターにより直径８０ｍｍに切断し、有
機複屈折膜３の中心と基板中心とを合わせ載置装置を用いて下基板上の接着剤面に載せた
。切断にはサークルカッターの他に、ビク型、ピナクル型、プレス等の方法が使用可能で
ある。
　その後、基板固定テーブルを最大２０００ｒｐｍで回転させ、紫外線硬化型接着剤を振
り切り、接着層厚さを基板面内で一定にして有機複屈折膜表面を平坦化した。
　基板固定テーブルの回転を停止し、有機複屈折膜側から高圧水銀灯を用いて波長３５６
ｎｍ、強度５０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線を２００秒間照射し、紫外線硬化型接着剤を硬化さ
せ下接着層２を形成した。このときの硬化後の接着厚みは２０μｍであった。
【００１９】
　次に、有機複屈折膜３を接着した下基板１を基板固定テーブルから外し、有機複屈折膜
３上にポジレジストを１．１μｍの厚さに塗布し、９０℃３０分のプリベークを行った。
その後、下基板１を縮小投影露光装置（ＮＡ＝０．４５、σ＝０．６、波長；ｉ線）に装
着し、１０００周期ある回折格子で、Ｄｕｔｙ約０．５、格子のピッチが２．０μｍのデ
バイスパターンと、位置合わせのためのアライメントマークを設ける２個のアライメント
エリア１ａの中に、上下基板アライメント用マーク１ｂとして幅３０μｍ、長さ１３０μ
ｍの十字形状アライメントパターンを基板の赤道上でオリエンテーションフラットに平行
方向に基板の中心から±４０ｍｍの位置に設け、移動量設定アライメントマーク１ｃとし
て各アライメントパターンを中心に５２．５μｍピッチで＋側に２個、－側に２個設置し
たレチクルを用いて露光を行った後、現像液ＮＭＤ－３を用いて現像を行い、１００℃３
０分のポストベークを行い、周期的なレジストパターンを完成させた。その後、前記のレ
ジストパターン上にスパッタ法によってＡｌを蒸着し、引き続きアセトンを用いてレジス
トを溶解してＡｌのリフトオフを行い、レジストパターンを反転させたＡｌパターンを完
成させた。
【００２０】
　図２は回折格子形成段階の１素子分の断面を示す図である。
　図３は素子アレイの概要を示す図である。
　図３において符号１０は素子アレイを示す。
　その後、日本真空技術社製ＮＬＤ－８００エッチング装置を用い基板バイアス２００Ｗ
、アンテナ電力１ＫＷ、酸素ガス４０ＳＣＣＭ、基板温度－３０℃のエッチング条件で、
前記のＡｌパターンを金属マスクにして深さを４．０μｍまで有機複屈折膜３をエッチン
グした。このときの回折格子４は基板に垂直に形成されている。回折格子４の断面は図２
のようになっている。以後の工程でこの回折格子を一方向に傾斜させる。
　その後、リン酸系のＡｌエッチング液を用いてＡｌパターンを除去し、１０００周期あ
る凹凸格子（以後回折格子４と記述）と凹凸形状のアライメントマーク１ｂ、１ｃとを完
成させた。以下、素子アレイ１０と称する。
【００２１】
　図４は上基板の概要を示す図である。
　一方の直径１００ｍｍ、厚さ１．００ｍｍのショット社製ＢＫ－７からなる光学ガラス
も同様に、光学ガラス上にポジレジストを１．１μｍの厚さに塗布し、９０℃３０分のプ
リベークを行った。
　その後、光学ガラスを縮小投影露光装置（ＮＡ＝０．４５、σ＝０．６、波長；ｉ線）
に装着し、上下基板アライメント用マーク６ｂとしてライン幅２０μｍ、長さ１１０μｍ
の十字形状アライメントパターンを基板の赤道上でオリエンテーションフラットに平行方
向に基板の中心から±４０ｍｍの位置に設け、移動量設定アライメントマーク６ｃとして
各アライメントパターンを中心に５２．５μｍピッチで＋側に２個、－側に２個設置した
レチクルを用いて露光を行った後、現像液ＮＭＤ－３を用いて現像を行い、１００℃３０
分のポストベークを行い、レジストパターンを完成させた。以下、上基板６とする。
　反射防止層としては、ＭｇＦ／ＴｉＯ２／ＳｉＯ２を使用した多層膜によって構成して
いる。
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【００２２】
　図５はアライメント接着装置の概要を示す図である。
　同図において符号１００はアライメント接着装置、１０１はベース、１０２はステージ
移動装置、１０３はＺ軸移動制御装置、１０４はＸ、Ｙ，θ移動ステージを兼ねた下基板
チャック、１０５は石英ガラスマスクホルダ、１０６は基板吸着用溝、１０７は真空排気
口、１０８はアライメント検出光学系、１０９はアライメント光、１１０は光照射装置を
それぞれ示す。
　同図に示すアライメント接着装置１００を用いて、前述した素子アレイ１０と、上基板
６とを対向させて接着する工程を説明する。
　同図に示すように、前述した方法で作った上基板６を石英ガラスマスクホルダ１０５に
真空吸着により固定する。次に、複数の回折格子４を形成した素子アレイ７を下基板チャ
ック１０４上に載置し、真空吸着により固定した後、下基板チャック１０４と石英ガラス
マスクホルダ１０５間に、φ５ｍｍ、高さ５．０００ｍｍ、平行度０．００１ｍｍ、表面
粗さＲａ＜１０ｎｍのジルコニア円柱（図示せず）を支持アームの移動により１２０°等
分の位置に３個挿入した。その後、Ｚ軸制御装置１０３によりベース１０１を上昇し、ジ
ルコニア円柱を挟み込み、１Ｎ／個で加圧、停止した点をギャップ５．０００ｍｍおよび
平行面として記憶した。その後、ベース１０１を下降し、ジルコニア円柱を基板外へ移動
した。
　次に、素子アレイ７を図で左の方向に押し出し、素子アレイ７の中央に図示しないディ
スペンサー（接着剤滴下装置）を用い、紫外線硬化型のエポキシ樹脂系接着材７、オーテ
ックス社製ＥＸＧＴ１５００－４Ｋを０．５ｍＬ滴下する。この接着剤７は波長３６５ｎ
ｍ、光強度２０ｍＷ／ｃｍ２以上の紫外線で重合・硬化させ、積算光量９０００ｍｊで９
９％重合する接着剤である。
【００２３】
　図６は上下各基板のアライメントマークそれぞれと、重ね合わせの状態を示す図である
。
　素子アレイ１０を図で右の方向に戻し、接着層厚み１００μｍ以上を確保するギャップ
２．３００ｍｍまでＺ軸制御装置１０３によりベース１０１を上昇した。次に、アライメ
ント検出光学系（画像記憶装置付顕微鏡）１０８により上下基板のアライメントマーク位
置検出を石英ガラスマスクホルダ１０５を通して行った。アライメント手順は次のとおり
である。
　はじめに、上基板６のアライメント用マーク６ｂを検出し、十字線で挟み込んだ画像を
記憶し、次に、顕微鏡の焦点位置を下基板１上面付近に合わせ有機複屈折膜３上のアライ
メント用マーク１ｂを検出し、検出されたアライメントエラー（画像を記憶した十字線と
のズレ）をステージ駆動装置１０２により、下部基板チャック１０４をＸ、Ｙ、θ移動さ
せる事により補正した。これを基板面内で同一線上の８０ｍｍ離れた少なくとも２点でア
ライメントを実施した。アライメント補正後、下基板チャック１０４はベース１０１に真
空吸着等により固定される。ここで上下基板の位置合わせができた。
　その後、最終接着剤厚み５０μｍを確保するため、再度、ベース１０１を上昇し、接着
剤７を基板全体に押し広げ、ギャップ２．２００ｍｍの位置で固定した。このとき、上下
基板総厚み２．０００ｍｍ、有機複屈折膜３の厚みが０．１００ｍｍ、下基板１と有機複
屈折膜３の間の下接着層２の厚みが０．０５０ｍｍ、有機複屈折膜３と上基板６の間の上
接着層５の厚みが０．０５０ｍｍとなる。
【００２４】
　図７は素子１個分の断面を示す図である。
　図８は接着剤の半硬化時点の状態を説明するための図である。
　接着剤の広がりが十分行われる間、この状態を２分間保持した。次に、光照射装置１１
０により、石英ガラスマスクホルダ１０５を通して回折格子４上部と格子溝の接着剤７面
に波長３６５ｎｍ、光強度２０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線を５０秒間照射（エネルギー量Ｅ１
とする）し、接着剤７を半硬化した。これにより、接着剤７の硬化度が回折格子溝底部が
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最も小さく、上基板との接触面が硬化度が最も大きい状態の半硬化状態となる。照射時間
は最大２００秒くらいまではかけることができる。
【００２５】
　図９は半硬化状態で上下基板をずらす様子を示す図である。
　その後、上下基板に設けた、平行移動量を示すマークを検出し、所定の移動量のマーク
までステージ移動装置１０２により下基板チャック１０４を移動し、平行移動のためのア
ライメントを実施した後、下部基板チャック１０４をベース１０１に真空吸着により固定
した。分かりやすくするためマーク１個分移動した例を同図に示す。これにより、半硬化
した接着剤７を通して、有機複屈折膜３にせん断力が働き回折格子４が傾き、保持される
。その後、接着剤７全面に波長３６５ｎｍ、光強度２０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線を４００秒
間照射（エネルギー量Ｅ２）し、接着剤を硬化して偏光ホログラムアレイ２０を完成させ
た。照射時間は１回目の照射時間とも関係し、最小は２５０秒くらいまで可能である。
今回、回折格子の傾斜角を６度にするため、素子アレイ１０の移動量を１０５μｍとした
。なお、移動量は回折格子の倒れ角と有機複屈折膜上のマークと上基板上のマーク間距離
により求めた。また、このように、紫外光照射を２段階に分け、接着剤の硬化度合いを制
御し、接着剤が弾性を有した状態で外力を加えているため、接着剤に歪が発生するのを防
止している。なお、エネルギー量はＥ１＜Ｅ２となるよう設定する。
　また、本アライメント接着装置１００は接着面間の平行度を高精度に維持した状態で平
行移動が可能なため、品質の高い加工が可能である。
【００２６】
　図１０は偏光ホログラムアレイの素子単体への分割を説明するための図である。
　同図において符号２０は偏光ホログラムアレイ、３０は偏光ホログラム素子、２００は
ダイシング装置をそれぞれ示す。
　その後, 石英ガラスマスクホルダ１０５の真空吸着を切り、上基板６の真空吸着固定を
解除する。次にＺ軸制御装置１０３によりベース１０１を下降した後、下基板チャック１
０４の真空吸着を切りアライメント接着した偏光ホログラムアレイ２０を取り出し、ダイ
シング装置２００により５ｍｍ□に切断し、偏光ホログラム素子（偏光分離素子）３０と
した。
　完成した偏光ホログラムの断面は図１に示すとおりである。
【００２７】
　図１１は偏光ホログラム素子の回折特性を示す図である。
　図７に示すような矩形の回折格子の場合には、レーザー光を垂直入射させた場合には、
約４０％の回折効率が得られる。このような素子を光ピックアップなどの偏光分離素子に
使用する場合には、受光素子には片側の回折光のみを用いることになるため、もう片側の
回折光は使用しない。つまり、片側の回折効率のみを向上させることができれば、受光効
率が上がることになる。
　本実施例のように、回折格子面に対して回折格子ストライプ方向（回折光発生方向）に
入射光を傾けた場合の、傾斜角に対する回折効率を同図に示す（実測値）。レーザーの入
射角度を変化させることによって、±１次光の回折効率に偏りを設けることが可能なこと
がわかる。第一実施例においては、回折格子形成方向を６°傾け、実質的にレーザー入射
光が６°傾いた構成としているため、回折効率が、＋１次で約５０％とすることができた
。これによってレーザー光の利用効率が上がることになる。また、この時０次回折光の上
昇が懸念されるが、同図に示すように、ほぼ増加は見られない。一方、格子内に上記構成
のオーバーコート材料を充填しているため、偏光を９０°回転させたレーザー光において
は、約９９％の透過率を示している。
【００２８】
　本実施例においては、回折格子の形成方向を基板面から傾けて形成することにより、使
用する回折光の回折効率を向上することができた。また、格子内をオーバーコート材料と
しての接着剤で充填し、その屈折率を複屈折材料とマッチングさせることにより、偏光分
離素子の特性を低下することなく充填と接着ができている。紫外線硬化型接着剤を用いて
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いるので、プロセスが容易であり、また、プロセスの時間短縮が可能となった。
　また、異方性膜に延伸された高分子有機膜を使用することにより、より低価格での素子
作製が可能である。また、回折格子面の上方に光学的に平滑なＢＫ７基板を接着すること
により、波面収差特性の低下が防止できた。
　オーバーコート層により接着することにより、樹脂の共通化を図ることができ、コスト
も低減できる。また、素子表面に使用波長に対する無反射コーティングを施すことにより
、透過率、回折効率などの特性が向上する。また、回折格子の形成方法に関しても、より
容易な方法で所望の形状が形成できるため、容易に作製可能となる。
【実施例２】
【００２９】
　図１２は本発明の他の実施例を説明するための図である。
　同図において符号８は４分の１波長板（λ／４板と表記する）、９は粘着剤をそれぞれ
示す。
　本実施例による偏光分離素子は波長６６０ｎｍのレーザー光に対する偏光ホログラム素
子である。本実施例の構成は光学的に透明な等方性基板として、ＢＫ７基板上にアクリル
系紫外線硬化接着材による接着層を介し、ポリエステル系有機材料を延伸し作製した有機
複屈折膜を形成した基板上に、矩形回折格子を形成し、その上部に格子を埋め込む様にエ
ポキシ系の紫外線硬化樹脂によるオーバーコート層を形成し、その上部にＢＫ７基板にλ
／４板を形成した光学的に透明な等方性基板を構成している。
【００３０】
　また、ＢＫ７基板の空気との界面に使用する波長に対する反射防止層を設けている。ま
た、ここで回折格子の格子形成方向を図１に示すように、基板と垂直な面から角度をつけ
て形成している。その角度としては、４°の傾きを持たせている。
　偏光ホログラム素子の作製方法は、初めに、直径１００ｍｍ、厚さ１．００ｍｍのショ
ット社製光学ガラスＢＫ７からなる下基板を図示しない回転塗布装置の基板固定テーブル
に載せ、真空吸着し、固定した。その後、基板固定テーブルを平均３０ｒｐｍで回転させ
ながら、下基板の中央部にディスペンサーを用いて屈折率１．５２、粘度５００ｃｐｓ（
２５℃）のスリーボンド社製ＴＢ３０４２アクリル系紫外線硬化型接着剤を約１０ｇ滴下
した。その後、基板固定テーブルを約４００ｒｐｍで回転させ、下基板全面に接着剤を広
げ、基板固定テーブルの回転を停止した。
【００３１】
　その後、異常光線方向が、約１．５７９、常光線方向が約１．６７０の屈折率を有する
厚さ１００μｍの有機複屈折膜を、サークルカッターにより直径８０ｍｍに切断し、有機
複屈折膜の中心と光学ガラス基板中心とを合わせ載置装置を用いて下基板上の接着剤面に
載せた。
　その後、基板固定テーブルを最大２０００ｒｐｍで回転させ、紫外線硬化型接着剤を振
り切り、接着層厚さを光学ガラス面内で一定にして有機複屈折膜表面を平坦化した。
　その後、基板固定テーブルの回転を停止し、有機複屈折膜側から高圧水銀灯を用いて波
長３５６ｎｍ、強度４０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線を２５０秒間照射し、紫外線硬化型接着剤
を硬化した。
　このときの硬化後の接着厚みは２０μｍであった。
【００３２】
　次に、有機複屈折膜を接着した基板を基板固定テーブルから外し、有機複屈折膜上にポ
ジレジストを１．１μｍの厚さに塗布し、９０℃３０分のプリベークを行った。その後、
下基板を縮小投影露光装置（ＮＡ＝０．４５、σ＝０．６、波長；i線）に装着し、１０
００周期ある回折格子はＤｕｔｙ約０．５、格子のピッチが２．０μｍのデバイスパター
ンと幅３０μｍ、長さ１３０μｍの十字形状アライメントパターンを光学ガラス基板の赤
道上でオリエンテーションフラットに平行方向に光学ガラス基板の中心から±４０ｍｍの
位置に設け、各アライメントパターンを中心に５２．５μｍピッチでそれぞれ＋側に２個
、－側に２個設置したレチクルを用いて露光を行った。その後、現像液ＮＭＤ－３を用い
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て現像を行い、１００℃３０分のポストベークを行い、周期的なレジストパターンを完成
させた。その後、前記のレジストパターン上にスパッタ法によってＡｌを蒸着し、引き続
きアセトンを用いてレジストを溶解してＡｌのリフトオフを行い、レジストパターンを反
転させたＡｌパターンを完成させた。
　その後、日本真空技術社製ＮＬＤ－８００エッチング装置を用い、基板バイアス２００
Ｗ、アンテナ電力１ＫＷ、酸素ガス４０ＳＣＣＭ、基板温度－３０℃のエッチング条件で
、前記のＡｌパターンを金属マスクにして有機複屈折膜の深さを４．０μｍまでエッチン
グした。このときの回折格子は光学ガラス基板に垂直に形成されている。
　その後、リン酸系のＡｌエッチング液を用いてＡｌパターンを除去し、１０００周期あ
る凹凸格子（以後回折格子と記述）と凹凸形状のアライメントマークとを完成させた。以
下、素子アレイとする。
【００３３】
　図１３はλ／４板の貼り付け位置関係を説明するための図である。
　一方の直径１００ｍｍ、厚さ１．００ｍｍのショット社製ＢＫ－７からなる光学ガラス
も同様に、光学ガラス上にポジレジストを１．１μｍの厚さに塗布し、９０℃３０分のプ
リベークを行った。その後、光学ガラスを縮小投影露光装置（ＮＡ＝０．４５、σ＝０．
６、波長；i線）に装着し、２ヵ所のアライメントマークエリア６ａに、ライン幅２０μ
ｍ、長さ１１０μｍの十字形状アライメントパターン６ｂのレチクルを用いて露光を行っ
た後、現像液ＮＭＤ－３を用いて現像を行い、１００℃３０分のポストベークを行い、レ
ジストパターンを完成させた。以下、上基板６とする。
　この上に、フィルムラミネータ装置を用い、ポリエステル系の位相差膜よりなる膜厚約
１００μｍの片面粘着材９付きλ／４板８の位相軸８ａを上基板十字形状アライメントパ
ターンの配置方向に対し、４５度ずらし貼り付け、光学的に透明な等方性基板とした。以
下、上カバー１１と記述する。λ／４板８貼り付けは十字形状アライメントマークの反対
面とした。
　なお、λ／４板貼り付け面の反対面にはＭｇＦ／ＴｉＯ２／ＳｉＯ２構成の多層膜の反
射防止層（図示省略）を形成している。
【００３４】
　前述した方法で作った上カバー１１をλ／４板８の貼り付け面を下向きにして真空吸着
により石英ガラスマスクホルダ１０５に固定し、次に、回折格子４を形成した素子アレイ
１０を下基板チャック１０４上に載置し、真空吸着により固定した。その後、下基板チャ
ック１０４と石英ガラスマスクホルダ１０５間に、φ５ｍｍ、高さ５．０００ｍｍ、平行
度０．００１ｍｍ、表面粗さＲａ＜１０ｎｍのジルコニア円柱を支持アームの移動により
１２０°等分の位置に３個挿入した後、Ｚ軸制御装置１０３によりベース１０１を上昇し
、ジルコニア円柱を挟み込み、１Ｎ／個で加圧、停止した点をギャップ５．０００ｍｍお
よび平行面として記憶した後、ベース１０１を下降し、ジルコニア円柱を基板外へ移動し
た。
　次に、素子アレイ１０を図で左の方向に押し出し、素子アレイ１０の中央に図示しない
ディスペンサーを用い、紫外線硬化型のエポキシ樹脂系接着剤７、オーテックス社製ＥＸ
ＧＴ１５００－４Ｋを０．５ｍＬ滴下する。この接着剤７は波長３６５ｎｍ、光強度２０
ｍＷ／ｃｍ２以上の紫外線で重合し、積算光量９０００ｍｊで９９％重合する接着剤であ
る。
【００３５】
　次に, 素子アレイ１０を図で右の方向に戻し、接着層厚み１００μｍ以上を確保するギ
ャップまでベース１０１を上昇した。次に、上下基板のアライメントマーク位置検出を,
石英ガラスマスクホルダ１０５を通してアライメント検出光学系１０８によりアライメン
トを行った。はじめに、上基板６のアライメントマークを検出し、十字線で挟み込んだ画
像を記憶し、次に、顕微鏡の焦点位置を下基板１に合わせ下基板のアライメントマークを
検出し、検出されたアライメントエラー（画像を記憶した十字線とのズレ）をステージ移
動装置１０２により、下部基板チャック１０４をＸ、Ｙ、θ移動させる事により補正した
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。これを基板面内で同一線上の８０ｍｍ離れた少なくとも２点でアライメントを実施した
。アライメント補正後、下部基板チャック１０４はベース１０１に真空吸着等で固定した
。その後、最終接着剤厚み５０μｍを確保するため、再度、ベース１０１を上昇し、接着
剤を基板全体に押し広げ、ギャップ２．２００ｍｍの位置で固定した。
【００３６】
　接着剤の広がりが十分行われる間、この状態を２分間保持した。次に、光照射装置によ
り、石英ガラスマスクホルダ１０５を通し、図示しない遮光マスクを用い、回折格子上部
と格子溝の接着剤面にのみ波長３６５ｎｍ、光強度２０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線を１００秒
照射（Ｅ１）し、接着剤を半硬化した。これにより、接着剤の硬化度が回折格子溝底部が
最も小さく、上基板との接触面が最も大きい状態の半硬化状態とした。
　その後、上下基板に設けた、平行移動量を示すマークを検出し、下部基板チャック１０
４を所定の移動量のマークまでステージ駆動装置１０２により、平行移動のためのアライ
メントを実施した後、下部基板チャックをベース１０１に真空吸着により固定した。これ
により、半硬化した接着剤とともに、有機複屈折膜に平行方向の力が働きこれにより、回
折格子が傾く。その後、接着剤全面に波長３６５ｎｍ、光強度２０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線
を４００秒間照射（Ｅ２：Ｅ２＞Ｅ１）し、接着剤を完全硬化した。今回、回折格子の傾
斜角を４°にするため、素子アレイ１０の移動量を６１μｍとした。なお、移動量は回折
格子の倒れ角と有機複屈折膜上のマークと上基板６上のマーク間距離により求めた。
【００３７】
　その後、石英ガラスマスクホルダ１０５の真空吸着を切り、上基板６の真空吸着固定を
解除する。次にＺ軸制御装置によりベース１０１を下降した後、下基板チャック１０４の
真空吸着を切り、アライメント接着した偏光ホログラムアレイ４０を取り出し、ダイシン
グ装置２００により５ｍｍ□に切断し、偏光ホログラム素子５０とした。
　接着層には界面での反射を極力避けるために、ＢＫ７基板に屈折率を一致させた紫外線
硬化接着剤を使用している。また、オーバーコート層（上接着層）の屈折率をほぼ有機複
屈折膜の異常光線方向の屈折率と合せた材料を使用している。
【００３８】
　本実施例による偏光ホログラム素子の回折特性について、図１１を用いて詳細に説明す
る。本実施例においては、回折格子の形成方向を４°傾け、実質的にレーザー入射光を４
°傾けた構成としているため、回折効率が、＋１次で約４８％とすることができた。これ
によってレーザー光の利用効率が上がることになる。また、この時０次回折光の上昇が懸
念されるが、同図に示すように、ほぼ増加は見られない。一方、格子内に上記構成のオー
バーコート材料を充填しているため、偏光を９０°回転させたレーザー光においては、約
９９％の透過率を示している。また、λ／４板８を一体で形成しているため、直線偏光を
入射させると、円偏光で出射される。この機能によって、光ピックアップのような往復光
路を持った光学系において、往復の光路を分離することが可能になる。
　尚、本発明における実施例においては、波長は６６０ｎｍについての素子をあげている
が、７８０ｎｍ用、二波長用なども格子深さを変更することで対応可能である。
【実施例３】
【００３９】
　図１４は本発明の素子を用いる光ピックアップの構成を説明するための図である。
　同図において符号３００は光ピックアップ、３０１は光源としてのレーザーダイオード
、３０２はコリメータレンズ、３０３は対物レンズ、３０４は受光素子としてのフォトダ
イオード、Ｄは光ディスクをそれぞれ示す。
　例えばＣＤ用光ピックアップではレーザーダイオードから出射された波長７８０ｎｍの
光は、本発明の偏光分離素子５０、コリメータレンズ３０２、対物レンズ３０３を通って
光ディスクＤ（この例ではＣＤ）を照射し、ＣＤの記録ピットからの反射光は偏光分離素
子５０で回折されフォトダイオード３０４に導かれ、フォーカス検出、トラック検出、信
号検出が行われる。
　本例の光ピックアップを用い、ＣＤ－ＲＷに信号を記録し、その後同じ光ピックアップ
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で信号の再生を行った所、プリズムを接着したビームスプリッタとλ／４波長板を組み合
わせた従来のＣＤ用光ピックアップと同等の再生信号出力を得ることができ、本例の光ピ
ックアップが従来の光ピックアップと同等の記録／再生特性を持つことが確認できた。
　また本例のピックアップでは、偏光分離素子がプリズムを接着したビームスプリッタよ
りも小さくなっており、かつ偏光分離素子にλ／４波長板も組み込んでいるため、従来の
光ピックアップと比較して小型化が実現できていた。
【実施例４】
【００４０】
　図５を援用して本発明の他の実施例を説明する。
　本実施例では接着剤７として熱硬化型の接着剤を用いる。樹脂の種類が異なる点以外の
特性や、その他の材質、製法は実施例１と同様である。この場合は、図５における光照射
装置１１０の代わりに、石英ガラスホルダ１０５に対してほぼ均等に熱を与える熱源（図
示せず）を接触させておく。そして、下基板チャックには冷却装置（図示せず）を接触さ
せておく。接着剤の半硬化を行うときは、熱源と冷却装置を同時に作動させ、上基板６か
ら下基板１に向かって所定の温度勾配を所定時間与える。与える温度は、上基板６に接触
している熱硬化樹脂が完全硬化するのに必要な温度Ｔ０以下になるような温度Ｔ１に設定
しておく。その結果、上基板６に近い部分は硬化が或る程度進むのに対し、格子の凹部の
底の方は僅かな硬化が生ずるだけの、いわゆる半硬化状態を作ることができる。
　この半硬化状態で、上基板６を下基板１に対して所定量移動させれば図１に示したよう
な、傾斜した回折格子を作ることができる。その状態を保ったまま、今度は下基板１側の
冷却装置は作動させず、上基板６側の熱源から、熱硬化型樹脂の硬化に必要な所定温度Ｔ
０以上の温度Ｔ２を与え、回折格子の凹部の底まで硬化が進むよう、その温度を所定時間
保持する。特に図示しないが、冷却装置側に別の熱源を用意しておいて、第２の硬化工程
の時は下側からも加熱するようにすることもできる。
　完成品は実施例１の場合と全く同等に扱うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施例を説明するための図である。
【図２】回折格子形成段階の１素子分の断面を示す図である。
【図３】素子アレイの概要を示す図である。
【図４】上基板の概要を示す図である。
【図５】アライメント接着装置の概要を示す図である。
【図６】上下各基板のアライメントマークそれぞれと、重ね合わせの状態を示す図である
。
【図７】素子１個分の断面を示す図である。
【図８】接着剤の半硬化時点の状態を説明するための図である。
【図９】半硬化状態で上下基板をずらす様子を示す図である。
【図１０】偏光ホログラムアレイの素子単体への分割を説明するための図である。
【図１１】偏光ホログラム素子の回折特性を示す図である。
【図１２】本発明の他の実施例を説明するための図である。
【図１３】λ／４板の貼り付け位置関係を説明するための図である。
【図１４】本発明の素子を用いる光ピックアップの構成を説明するための図である。
【符号の説明】
【００４２】
　　１　　　下基板
　　３　　　有機複屈折膜
　　４　　　回折格子
　　５　　　上接着層
　　６　　　上基板
　２０　　　偏光ホログラムアレイ
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　３０　　　偏光分離素子

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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